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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本福祉用具評価センター

（JASPEC）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべ

きとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 Y 2001：2022 
 

貸出福祉用具のメンテナンス工程の管理に関する 

一般要求事項 

General requirements for managing the maintenance process of the rental 

assistive products 

 

序文 

この規格は，貸し出すことによって繰返し使用される福祉用具のメンテナンス不良による事故を未然に

防ぐこと，また，メンテナンス作業全般にわたっては，製品使用者へ配慮をすることで，提供する組織と

借り受ける者との間の信頼関係構築を容易にし，メンテナンス工程の管理の標準化が図られることを目的

として制定した日本産業規格である。 

この規格は，貸し出された福祉用具が，使用者から返却された後，製造業者以外のメンテナンスを行う

組織によって，改めて貸出品として出荷するまでに行う，点検，整備及び検査を適正に実施するために必

要な工程の管理を規定したものである。 

 

1 適用範囲 

この規格は，貸出福祉用具のメンテナンス工程の管理に関する一般要求事項について規定する。 

この規格は，職員の数又はメンテナンス活動の範囲の大小に関係なく全ての貸出福祉用具のメンテナン

ス工程の管理に適用可能である。ただし，“洗浄及び消毒”作業は，この規格で取り扱う“メンテナンス”

には含まない。また，その貸出福祉用具がもつ調整機能とは別に，特定の個人用にカスタマイズを行った

貸出福祉用具は，この規格で取り扱う“貸出福祉用具”には含まない。 

貸出福祉用具のメンテナンスを行う組織が，この規格に含まれる点検，整備，検査の一つ又は幾つかを

行わない場合には，それらの項目の要求事項は適用しない。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Q 9000 品質マネジメントシステム－基本及び用語 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS Q 9000 によるほか，次による。 

3.1 

貸出福祉用具 

使用者が複数にわた（亘）ることを想定し，継続的又は一時的かを問わず，反復して使用することを意

図して貸し出す，高齢者又は心身障害者及び怪我若しくは疾病によって，心身の機能が低下し日常生活を


